
★加熱式たばこ・換算方法はこちら（国税庁ホームページ）
★葉巻たばこ・換算方法はこちら（財務省ホームページ）

　個人番号又は法人番号
　　　　　　↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。
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申告
区分　申告者の氏名又は名称

株式会社　○○たばこ

01 枚 の う ち

令和 03 年 10 月分
01 枚 目

卸売販売業者等の氏名または名称 数 量

株式会社　Ａ 100,000.0              

株式会社　Ｂ 700,000.0              

Ｃ　株式会社 500,000.0              

株式会社　Ｄ 180,000.0              

Ｅ　株式会社 70,000.0                

株式会社　F 50,000.0                

卸売販売業者等からの買受け等明細書

第16号の２様式別表 １ （提出用）

十億 百万 千 本

【数量】

〇計上の対象となるのは、卸売販売業者等から取得した全ての製造たばこの数量です。

（契約解除等の理由により、小売販売業者でもある卸売販売業者等から小売販売

用として売渡した製造たばこが返還された場合を除きます。）

・卸売販売用として買受けた製造たばこ

・小売販売用として買受けた製造たばこ

・その他、通常の売買契約以外の方法で取得した製造たばこ

○「数量」欄には、以下を合算したものを記載してください。

・紙巻たばこの本数

・以下の製造たばこの重量を、区分ごとに紙巻たばこの本数に換算したもの

（パイプ：１ｇ＝１本、刻み・かみ・かぎ：２ｇ＝１本）

・加熱式たばこ・葉巻たばこについては、紙巻たばこ本数に換算した本数の

合計数量

（換算方法は、下記リンク先をご参照ください。）

※小数点以下１位未満の端数があるときにはその端数を切り捨て、小数点以下

１位まで算出してください。

○この明細書に記載した数量の合計は、「受払い報告書」の「卸売販売業者等からの

買受け等」の数量と一致します。

※明細書最終ページの末尾に合計数量を記載する必要はありません。

卸売販売業者等ごとに

買受け数量を記載

○この様式は、「受払い報告書」の「卸売販売業者等からの買受け等」欄に記載する

製造たばこの数量について、卸売販売業者等ごとの内訳を計上するものです。

○色のついている欄に必要事項を入力してください。

記入の必要

はありませ 【個人番号又は法人番号】

個人番号（12桁）又は法人番号（13桁）を記載してください。

https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/tabacco/03.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/02taikou_04.htm

